
第１条競技会の定義および組織 

２００９年ＪＡＦ（JMRC南）東北ｼﾞﾑｶｰﾅ選手権（シリーズ）第１戦・２戦・ 終

戦（DIREZZA・BRIDGESTONE・ADVAN CUP）は日本自動車連盟（JAF）

公認のもと、国際自動車連盟（FIA）の国際モータースポーツ競技規則及

びその付則、JAF国内競技規則及びその付則、２００９年日本ジムカー

ナ・ダートトライアル選手権規定、スピードﾞ行事競技開催規定、そして本

競技会特別規則書に従い準国内格式競技として開催される。 

第２条 競技会の名称 

☆２００９年ＪＡＦ東北ジムカーナ選手権第１戦 

DIREZZA CUP 

JMRCオールスター選抜大会 

２００９年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第１戦 

２００年４月５日（日）開催 

☆２００９年ＪＡＦ東北ジムカーナ選手権第２戦 

BRIDGESTONE CUP 

JMRCオールスター選抜大会 

２００９年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第２戦 

２００９年５月３日（日）開催 

☆２００９年JAF東北ジムカーナ選手権 終戦 

ADVAN CUP 

JMRCオールスター選抜大会 

２００９年JMRC南東北ジムカーナ 終戦 

２００９年９月１３日（日）開催 

第３条 競技種目 ジムカーナ 

第４条 競技会の格式ＪＡＦ公認準国内格式競技 

第５条 開催日程 

第１戦 ２００９年４月５日（日）SUGO 

第２戦 ２００９年５月３日（日）SUGO 

終戦 ２００９年９月１３日（日）SUGO 

第６条 競技会開催場所 

スポーツランドＳＵＧＯ西コース 

公認ＮＯ．２００９-I-０４０３ 

989-1394宮城県柴田郡村田町菅生６－１ 

TEL0224-83-3116 FAX0224-83-3697 

第７条 オーガナイザー 

JAF公認・奥州ビクトリーサークルクラブ（奥州ＶＩＣＩＣ） 

989-3128仙台市青葉区愛子中央６丁目９－１３－１０２ 

TEL022-391-0231 FAX022-391-0233 

第８条 組織委員会 

組織委員長 中村 靖比古 

組織副委員長 大谷 保志 

  

 

第９条 競技会主要役員 

審査委員長 佐藤 守之助 

審査委員 佐藤 栄一 

審査委員 加藤 正美 

審査委員 小野 守平 

 

競技長            大谷 保志 

副競技長           佐藤 尚則 

コース委員長       森下  匠 

計時委員長     柄本 茂美 

計時副委員長     高橋 ますみ 

技術委員長      米森 貴志 

技術副委員長      中村 義彦 

救急委員長         伊豫田 敬 

パドック委員長    本望 史郎 

医師団長           柏木 宏元 

事務局長           畑山 忠彦 

 

第１０条 参加申し込み．費用．期間 

１）申込先 

（全戦）奥州ビクトリーサークルクラブ（奥州ＶＩＣＩＣ） 

〒989-3128仙台市青葉区愛子中央６丁目９－１３―１０２  

TEL022-391-0231 FAX022-391-0233 担当：大谷 保志 

２）参加受付期間 

１戦目 ３月１８日（水）～３月２７日（金）必着 

２戦目 ４月１５日（水）～４月２４日（金）必着 

終戦 ８月２６日（水）～９月４日（金）必着 

３）提出書類 

所定の参加申し込み用紙．改造申告書に必要事項を記入し署名捺印し、

以下の参加料を添えて期間内に申し込む事。 

４）参加料（現金書留・郵便振替） 

￥１４．０００－（JAF選手権クラス） 

￥１２．０００－（JMRC南東北シリーズクラス） 

５）クローズドクラス￥９．０００－（仮会員費含む） 

６）公開練習参加料 ￥１．０００－（競技会参加申し込みと同時に行う事） 

○注締め切りを超えて参加料が遅延した場合は延滞金一日に付き￥１．００

０－ﾍﾟﾅﾙﾃｨ料金が発生します。（開催日の３日前を限度とする） 

第１１条 サービスカー・サービス員 

競技参加者はサービス員及びパドックに持ち込むサービスカーについて、登録を

必要とする。 

１）サービスカー登録料（１ＢＯＸまで） 

１台￥２．０００－（税込み） 

２）サービス員登録料（パス、昼食付き） 

１名￥１．５００－（昼食・税込み） 

登録したサービスカーは指定された駐車スペースに置くこと。積載車（無料）は専

用駐車場に駐車すること。 

第１２条 競技＆公開練習のタイムスケジュール 

公開練習受付（新Ｐ）・・・・・・・６：００～６：３０ 

慣熟歩行・・・・・・・・・・・・・・・・・・７：２０～７：４０ 

走行開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・７：５０～（１トライ） 

競技会参加受付・・・・・・・・・・・・・８：１５～９：００ 

（菅生西コースタワー２F） 

公式車検・・・・・・・・・・・・・・・・・・８：３０～９：１５ 

開会式・ドライバーズブリーフィング・・９：３０～９：４０ 

慣熟歩行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９：４５～１０：１５ 

第１ヒートスタート・・・・・・・・・・・・・・１０：３０～ 

慣熟歩行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ヒート終了後 

第２ヒートスタート・・・・・・・・・・・・・慣熟歩行終了後 

表彰式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正式結果発表後 

 

第１３条 その他の事項 

１）公式通知の掲示場所・・・パドック内掲示板 

２）ドライバーズブリーフィング・・タワー前コース上もしくは、ブリーフィン

グルーム 

３）ドライバーの服装はスピード行事競技開催規定に従う事。 

第１４条 競技の参加制限 

１） 大参加台数は原則として制限しない。 

第１５条 参加車両・選手権部門およびクラス区分 

２００９年度JAF国内競技車両規則に合致した車両で尚且つ 

２００９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第１１条および第 

１２条に従う。 



選手権クラスN１～４、SA1～３、SC、D 

JMRCシリーズクラスB１（1000cc以下の車両）、B2（1001cc以上の前輪駆

動車両）、B3（1001ｃｃ以上の後輪駆動車）、B4（1001cc以上の４輪駆動車、

P（２００９年度JMRC南東北シリーズのP車両）、CD、CL 

第１６条 参加資格 

２００９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第１３条に従う。 

第１７条 車両変更 

２００９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第２５条に従う。 

第１８条 信号合図 

２００９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第２９条に従う。 

第１９条 順位の決定 

２００９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第３０条に従う。 

第２０条 競技会の成立、延期、中止、短縮 

２００９年年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第３１条に従う。  

第２１条 参加受理 

１）参加受理・エントリーリストはEメールアドレスに通知します。アドレス

を記入しない場合は通知が不可能です。また、不受理もしくは、不成立

の場合は電話にて、その旨通知する。 

２）正式受理後の参加料は競技会を中止した場合を除き返金されない。 

第２２条 一般安全規定 

２００９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第３２条に従う。 

パドック内において行う行動、作業等は充分安全に留意し、自己の責任で

行うこと。 

第２３条 リタイヤ 

リタイヤした後の車両の処置については競技役員に指示を仰ぐこと。 

第２４条 計 時 

スピード行事開催規定第１４条に従う。 

光電管使用、バックアップとして自動計測器または、２個以上のストップ 

ウオッチを使用する。 

 

第２５条 失格規定 

下記の項目に該当する場合は競技会審査委員会の裁定により失格となる

場合がある。 

１）競技役員の重要な指示に従わなかった場合。 

２）不正行為を行った者。 

３）コースアウト等で他人、施設などに重大な損害を与えた場合。 

４）車両保管中、申告なしに競技車両を持ち出したり、修理した場合。 

 

第２６条 賞典 

全クラス１位～３位ＪＡＦメダル 

全クラス１位～６位盾・副賞 

オーバーオール賞又は総合賞・レディース・飛び賞 

賞典の制限（出走台数） 

選手権クラス 

５台・・・・２位、６～７台・・・・３位、８～９台・・・・４位 

１０～１１台・・・・５位、１２台以上６位 

JMRCシリーズクラス 

３台・・・１位、４～５台・・・２位、６～７台・・・３位、８～９台・・・４位 

１０～１１台・・・５位、１２台以上・・・６位 

第２７条 遵守事項 

２００９年日本ｼﾞﾑｶｰﾅ/ﾀﾞー ﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権規定第３３条に従う。 

１）すべての参加者は明朗かつ公正に行動し、放言を慎み、スポーツマンシップに

乗っ取ってマナーを保たねばならない。 

２）競技中または競技に関する業務に就いているときには、薬品等によって精神状

態を偽ったり、飲酒してはならない。 

３）オーガナイザーや大会後援者・競技役員・競技会審査委員会の名誉を傷つける

ような言動をしてはならない。 

４）すべての競技運転者は、競技会に有効な保険に加入することを強く推奨する。（Ｊ

ＭＲＣ共済会お見舞い金１０００万円上限） 

５）競技ドライバーは、全員表彰式に出席すること。 

第２８条 損害の補償 

１）参加者・競技運転者は参加車両及び付属品の損害、盗難、紛失等の被害および

会場の施設、器物を破損させた場合の補償など、理由の如何に関わらず各自が

責任を負わなければならない。 

２）参加者・競技運転者・サービス員・ゲストはＪＡＦおよびオーガナイザー・大会役

員・競技役員・大会雇用人が、一切の損害賠償責任を免除されていることを承認し

なければならない。大会役員・競技役員が、その任務遂行に起因するものであっ

ても、参加者・競技運転者・サービス員・ゲスト・観客・大会関係者の負傷、死亡、車

両損害に対して一切の損害賠償を負わないものとする。   

  

本規則は2009年3月1日より施行する。          大会組織委員会 

       

 

 

 

 

 

 

  

                        ＪＡＦ公認  

                                          準国内競技 

JafTouhokuＧＹＭＫＨＡＮＡ 

ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ 

 

２００９年ＪＡＦ東北ジムカーナ選手権第１・２＆ 終戦 

２００９年JMRC南東北ジムカーナシリーズ 

第１・２＆ 終戦 

 

 

 

 

REGULATION 

競技開催日 

２００９年４月５日（日）SUGO 

２００９年５月３日（日）SUGO 

２００９年９月１３日（日）SUGO 

主催 

奥州ビクトリーサークルクラブ(http://emoto.homeip.net/vicic/) 

 

後援（順不動） 

ダンロップファルケンタイヤ株式会社 

横浜ゴム株式会社 

株式会社ブリヂストン 

公認 

日本自動車連盟（ＪＡＦ） 

協力 

スポーツランドSUGO 

ＪＭＲＣ東北 

ＪＭＲＣ東北ジムカーナ部会(http://jmrct-g..com） 

 

 

 


